
平成26年人事院勧告について

総務文教常任委員会資料

Ｈ26.11.17
総務部総務課

1



給与勧告制度の基本的な考え方

• 国家公務員給与は、社会一般の情勢に適応するように国会が随
時変更することが出来る。その変更に関し必要な勧告・報告を行う
ことは、国家公務員法に定められた人事院の責務

• 勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し適
正な給与を確保する機能を有するものであり、能率的な行政運営
を維持する上での基盤

• 公務には市場の抑制力という給与決定上の制約が無いことから、
給与水準は、経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決
定される民間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的

• 人事委員会が置かれていない団体（一般市町村）においては、国
の取扱や都道府県の勧告等を受けて、具体的な給与改定方針を
決定
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本年の給与改定①
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本資料は、人事院資料の抜粋



民間給与との比較に基づく給与改定
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月例給・ボーナスの引き上げ
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給与制度の総合的見直しの概要②
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地域間の給与配分の見直し
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地域手当の支給地域一覧

団体名 改定後の地域手当支給割合

兵庫県

西宮市 15%

芦屋市 15%

宝塚市 15%

神戸市 12%

尼崎市 10%

伊丹市 10%

高砂市 10%

川西市 10%

三田市 10%

明石市 6%

赤穂市 6%

猪名川町 6%

姫路市 3%

加古川市 3%

三木市 3%
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世代間の給与配分の見直し

9



給与表水準の引下げに伴う経過措置
（激変緩和措置）
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